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  がん登録推進法に基づき開始された全国がん登

録は、届出票が病院等から国に直接集められるの

ではなく、各都道府県に設置された都道府県がん

登録室を通して集められる。各都道府県がん登録

室で審査・整理された届出情報と市町村から提供

された死亡者情報票をあわせて、国から委任を受

けている国立がん研究センターが審査・整理を行

う。このように全国がん登録データ作成にあたっ

ては、国立がん研究センターと各都道府県がん登

録室が共同して 2 段階の審査・整理が行われてい

る。都道府県がん登録室の多くは、がん登録推進

法施行前に各都道府県で行われていた地域がん登

録の登録室であり、地域がん登録時代は各都道府

県が実施主体であったため、業務手順に若干ばら

つきがあったが、全国がん登録では同じシステム

を用いて標準的な手順で審査・整理業務を行うこ

とが求められている１）。 
誤ったデータが登録されることがないように、登

録作業の各段階で全国がん登録システムによるチェ

ックが行われ、 エラーや警告が検出される。エラー

等の処理には、病院等から提出された届出票の修正

が必要になる場合がある１）。エラー等の修正には、

統計データへの影響が大きい場合や小さい場合があ

り、登録室で正しい内容が推測可能な場合もあれば、

届出元への疑義照会で診療録等を確認してもらわな

いと正しい内容が分からない場合もある。また、疑

義照会により届出元へ正しいがん登録ルールを教育

することもある。どのような場合に届出元に疑義照

会するかの判断基準により、疑義照会する届出票の

量が変化する。そして、判断基準が同じでも届出件

数が多い都道府県では疑義照会件数は多くなる。 
F Bray と D Parkin はがん登録データの質の評価

として、比較可能性、妥当性、即時性という指標を

挙げた 2)。疑義照会を実施しない県や、疑義照会の

判断基準が異なる県が混在すれば、データの比較可

能性が損なわれることが懸念される。時間をかけて

疑義照会を実施すればデータの妥当性（正確性）は

向上するが、即時性は失われる。各都道府県が同一

のスケジュールで届出票の審査・整理を行うために

は、限られた時間の中で疑義照会を実施しなければ

ならない。 
そこで、データ精度の標準化のため都道府県がん

登録室から届出元への疑義照会の標準化について検

討することを目的として活動を行った。 
 

 ১্؝２

  
 全国がん登録都道府県がん登録室業務標準化専門

家パネル委員会（以下パネル委員会）は、設置主体

が国立がん研究センターがん対策情報センターがん

登録センターであり、委員長のがん登録センター長

が地域や職種を勘案して委員を推薦し、都道府県が

ん登録室における適正業務と標準化推進のために活

動している。パネル委員会で、疑義照会の状況を調

査し、意見交換を行った。パネル委員会は多様な規

模の都道府県から構成されているため、検討を行っ

た 7 都道府県（岩手、長野、愛知、大阪、広島、徳

島、島根）は罹患数が年 6 千件～7 万件と、届出票

処理数が多い都道府県と少ない都道府県が含まれて

おり、規模が異なる都道府県でも採用できる疑義照

会方法の検討に適していた。 
 平成 30 年度パネル委員会において、疑義照会方

針案をもとに 7 都道府県の疑義照会状況を取りまと

め、検討事項を抽出して、令和元年度パネル委員会

にて検討事項を協議した。疑義照会方針案（図１）

は、エラーコードを索引として、具体例や疑義照会

要否をまとめたエクセルファイルで、150 件掲載し

ていたもので、島根県がん登録室で、登録室実務担

当者による判断の違いを最小化するために使用して

いたものである。 

 峙峂峫峕؝ڭ
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  疑義照会方針案 150 件のうࡕ、いࡎれかの都道府

県から、これまでも照会を行っているまたはᚋ行

うணᐃとᅇ⟅があったものは 72 件ࡔった。そのうࡕ、

各県で照会が必要という意見が一⮴したものは 16

件であり、県によって疑義照会要否の判断が異なっ

たのは 56件ࡔった。意見が異なった 56 件を 28種㢮

の検討事項に整理してパネル委員会で検討した（図

2）。 

検討事項には、ഃ性、ఫᡤコード、診断根ᣐと⤌

⧊ᆺコードの整合性、ほ⾑的療⤖ᯝと⾡ᚋ病理Ꮫ

的進ᒎ度等があった。どの県からも照会要とのᅇ⟅

がなかった 78 件は各県の登録室で判断することと

した。検討の⤖ᯝ、精⦓化のため 6 件を㏣ຍし、計

156件を照会推ዡ 45件、照会要否を各登録室で判断

107件、๐㝖 4件に分㢮した（図 3）。 

 

 

管理番号 エラーコード タイト ル エラー内容 具体例 理由 照会基準 対処方法詳細 照会する場合のメ ッ セージ

1 Exxxx 照会推奨

2 Exxxx 登録室判断

3 W xxxx 照会推奨

4 W xxxx 登録室判断

No. 内容 主な影響範囲等 検討結果

1 提出日と届出件数 提出日と届出件数 照会推奨

2 氏名（ アルファベッ ト 、 外字） 個人同定項目 外国人等： 照会不要、 入力誤り ： 照会推奨

3 氏名（ 異なる文字） 個人同定項目 異体字等： 照会不要、 入力誤り ： 照会推奨

4 生年月日 個人同定項目 照会推奨

5 年齢と部位・ 組織の警告 個人同定項目 登録室判断

6 住所： 番地の欠落 個人同定項目 照会推奨

7 住所： ”大字”、 ”字”の欠落 個人同定項目 登録室判断

8 C80とそれ以外が複数存在 登録腫瘍数 登録室判断

9 登録対象外の届出 登録腫瘍数 照会推奨

10 側性の矛盾 登録腫瘍数 照会推奨

11 性状と進展度の矛盾 性状（ 上皮内／浸潤） 照会推奨

12 稀な性状 性状（ 上皮内／浸潤） 登録室判断

13 骨髄原発リ ンパ腫 項目の整合性（ 局在） 登録室判断

14 節外性リ ンパ腫 項目の整合性（ 局在） 登録室判断

15 固形がんの診断根拠 項目の整合性（ 組織コード ） 登録室判断

16 血液がんの診断根拠 項目の整合性（ 組織コード ） 登録室判断

17 白血病/リ ンパ腫 項目の整合性（ 組織コード ） 照会推奨

18 適切な組織型コード 項目の整合性（ 組織コード ） 照会推奨

19 分化度 集約分化度 登録室判断

20 TNM分類対象外の進展度 項目の整合性（ 進展度） 登録室判断

21 治療施設と治療有無 項目の整合性（ 治療） 照会推奨

22 稀少がん 項目の整合性（ 稀少がん） 照会推奨

23 剖検 項目の整合性（ 剖検） 照会推奨

24 他施設情報との整合性 登録室判断

25 遡り 調査 届出票に準ずる

26 同一局在詳細部位の集約 集約局在 登録室判断

27 ルールFの扱いの変更 インアクティ ブ化 項目削除

28 紙媒体届出票の減少と空欄の項目 インアクティ ブ化 項目削除
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照会䛧䛯方が䜘い

とᅇ⟅䛒り

（ 主にಟṇ目ⓗ）

72件

 3  ઑଝස会্ଉ੧ਫ਼ୈ峘ਏ 

  
パネル委員会の意見交換において、ಶே同ᐃ指標

に㛵ಀする項目、ならࡧに、統計データへの影響が

大きい項目については、疑義照会が推ዡされるとい

う共通認㆑がᚓられた。ಶே同ᐃ指標に㛵ಀする項

目とは、Ặྡ、性ู、⏕年᭶᪥、ఫᡤ等であり、統

計データへの影響が大きい項目とは、がんのಶ数に

影響するものや、統計⾲によく用いられる㒊、⤌

⧊、性状、進ᒎ度、療、死亡᪥等の項目である。 
 統計データへの影響が大きく届出元で診療録等を

確認しないと正しい内容が分からないものについて

は、これまでも各都道府県がん登録室で疑義照会を

行っていたことが分かった。どのようなケースが統

計データへの影響が大きいと⪃࠼るかは各登録室に

よって若干の違いがあったが、県との意見交換を

通して、認㆑を合わせていくことができた。一方、

正しい修正内容が推測できる㍍ᚤな誤りや教育目的

の疑義照会は業務量が⭾大になるため、全ての都道

府県がん登録室で実施できるとは限らࡎ、各都道府

県の判断に任せるとされた。 
 

 અ؝4

 ಶே同ᐃ指標に㛵ಀするものや統計データへの影

響が大きいものについては、各都道府県で精度にᕪ

が出ないように届出元に疑義照会を行うのがᮃまし

い。わが国のがん登録はẶྡ、性ู、⏕年᭶᪥、ఫ

ᡤ等のಶே同ᐃ指標を用いて、届出票や死亡票を集

⣙する。ಶே同ᐃ項目の誤りから同一ே≀をேと

判断した場合は、がんのಶ数も㐣になる。ఫᡤ異

動調査や研究目的እ㒊データとの照合もಶே同ᐃ指

標が用いられるので、ಶே同ᐃ指標に誤りが᭷る場 
 
合は同一ே≀と見されない༴㝤性がある。ఫᡤ異 
動調査で同一ே≀と見されなければ、ேとして

がんデータ࣋ースにᏑ在する。死亡票と照合されな

ければ、死亡᪥がいつまでもされࡎ、⏕Ꮡ⋡の

計⟬にᫎされない。また、性ู、⏕年᭶᪥、ఫᡤ

はそれらの集計༊分⮬体で統計⾲が作成されるため、

統計データへの影響のほⅬからも㔜要である。 
 統計データへの影響を⪃࠼ると、」数の病院等が

同じがんのことを届出しているにもかかわらࡎ、

Berg の㒊⩌や⤌⧊⩌等が異なるコードが届出票

にグ載されており、都道府県がん登録室でそれにẼ

かࡎに集⣙で 1 ⭘⒆にまとめられないとがんの数

がቑ࠼、㐣に計上してしまう。全国がん登録は

IARC/IACR の Recording rule によって多㔜がんを

集⣙するが、このとき Berg の㒊⩌、⤌⧊⩌、ഃ

性、性状が異なるとูのがんとして計上される。疑

ၥがあれば、㒊や⤌⧊、⤂ඛ、⤂元などの情

報を照会することがᮃましい。⛥少がんや๗検Ⓨ見

等については、それらを対㇟とした研究等が行われ

る可能性もあるため、間違いなく登録することが大

ษである。 
 ⏕Ꮡ⋡はがん登録から⟬出される㔜要な情報であ

る。届出票にグ載された死亡᪥が誤っている場合、

誤った⏕Ꮡ⋡の⟬出にຍ࠼、病院向け情報提供で誤

った死亡᪥を提供してしまう༴㝤性がある。 
 一方、疑義照会には正しいがん登録ルールの教育

を目的とするഃ㠃もある。しかし、規模が大きな都

�
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道府県では業務量を勘案してᅔ㞴な場合もあるため、

届出票の審査・整理のスケジュールに㐜ないよう

に、各都道府県登録室でಶே同ᐃ指標に㛵ಀない項

目や統計データへの影響が小さい項目の疑義照会要

否について判断する必要がある。 

 ಶே同ᐃ指標や統計データへ影響すると⪃࠼るか

については、各都道府県、各実務者の判断のࡪれが

少なくないため、具体的なケースを情報共᭷してい

く必要がある。そのため、ᮏ活動報告の Supplementary 

Information として、パネル委員会で検討を行った

疑義照会方針案Excelファイルを JACR会員用Web

ージにබ⾲する。ᚋ、疑義照会方針案࣌ Excel フ

ァイルを使用された都道府県実務者から照会事例を

✚して情報共᭷を図ることで、照会基準の精⦓化

を進めていきたい。また、疑義照会方針案にᚑった

場合の疑義照会業務量は、都道府県の規模や病院等

から提出された届出票にどれࡄらいエラー・警告が

検出されるのかに影響される。全国がん登録のスケ

ジュールに㐜れて即時性を㐓してはならないため、

疑義照会方針案を取りධれた場合の業務量をᢕᥱす

ることが㔜要である。ᚋ、業務量の情報集を行

って疑義照会方針案 Excel ファイルのᨵᐃに⧅げて

いきたい。 

 疑義照会の標準化に向けたㄢ㢟として、届出エラ

ー・警告をῶ少させるためには病院等への教育や࢜

ンライン届出時のエラーチェックのᣑ等の方法も

ある。2020 年度には࢜ンライン届出時エラーチェッ

クがᣑされたため、届出エラー・警告のῶ少がᮇ

ᚅされる。届出エラー・警告がῶ少すれば、業務時

間を届出票の内容Ⅼ検等に当てることができる。さ 

らに疑義照会をῶ少させるため、間違いが㉳こりに

くいように届出ࢽ࣐ュルや登録項目を含めて登録

ルールをᨵၿしていくことが必要である。Ᏻ全⟶理

のほⅬから、ಶே情報のᏳ全⟶理に㓄៖し、Ᏻ全⟶

理ᥐ置ࢽ࣐ュルにᚑった方法で疑義照会する必要

があるが、ᩥ᭩の㒑㏦や全国がん࢜ンラインシステ

ム等、それࡒれの方法にⅬとḞⅬがある。都道府

県がん登録室と病院等とのᏳ全性が㓄៖された㐃⤡

方法の向上がᮃまれる。 

 

  පോ 
全国がん登録都道府県がん登録室業務標準化専門

家パネル委員会のⓙ様ならࡧにࡈ指ᑟいたࡔいたᰣ

ᮌ県立がんセンターがんண㜵情報┦ㄯ㒊大ᮌいࡳࡎ

ඛ⏕、愛知県がんセンター研究ᡤఀ⸨⚽⨾ඛ⏕、ᨺ

ᑕ⥺影響研究ᡤᏛ㒊ᮡᒣ⿱⨾ඛ⏕、そして疑義照

会案を作成した島根県がん登録室実務者ㅖẶにឤㅰ

⏦し上げる。なお、ᮏ活動報告に㛵し、開♧すき

┈┦はない。 
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